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「資格喪失証明書 交付申請書」に係る事前受付の試行実施について（依頼） 

 

日頃から、当共済組合の業務について、ご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 「資格喪失証明書」については、資格を喪失したことを証明する書類のため、現在、退職日以降に申

請書を受付・交付しておりますが、年度当初においては受付業務が特に混雑するために交付までに日数

がかかり、毎年、申請された方にご不便をおかけしております。そこで、申請者の方へのご不便の解消

のために、下記のとおり試行的に申請書の事前受付と発送を行います。 

つきましては、公立学校共済組合大阪支部ホームページ「お知らせ」にご案内を掲載しましたので、

貴所属所における年度末退職予定者及び転出者（他支部・他の共済組合）にご周知くださいますようお

願いします。 

申請書は、別添の様式を複写するか、当支部ホームページ「お知らせ」から 

「資格喪失証明書 交付申請書（令和８年３月 31 日退職者・転出者 事前受付専用）」（通年用は不可）を

印刷してご使用ください。また、申請要件を満たしている方で、事前受付を希望する方がいる場合、お

手数ですが申請書をご確認の上、所属所で受け付けていただきご提出くださいますよう、ご協力をよろ

しくお願いいたします。 

今般、事前受付を試行実施することにより、事前受付の要件を満たさない方や事後申請する方につい

てもできる限り迅速な「資格喪失証明書」の交付に努めますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたし

ます。 
 

記 
 

（１）受付期間 (厳守) 

【受付】令和８年３月 16 日（月）から令和８年３月 24 日（火）※必着 

【発送】令和８年３月 27 日（金）（当支部で資格喪失日に疑義がある場合は３月 31 日（火）） 

 

●上記の発送日より前に発送することはできませんので、あらかじめご承知ください。 
●発送日は到着日ではありません。到着日はお住いの地域によって変わりますので、共済組合で 
到着日をお約束することはできません。 

  ●申請書に記載された組合員住所宛てに、普通郵便での発送になります。速達、書留等の対応はで
きません。 

  ●申請書の共済組合への到着を確認したい場合、簡易書留等で送付してください。電話での確認は
できません。 
 

 

（２）事前受付を利用可能な方（以下の要件をすべて満たした方） 

①令和８年３月 31 日付退職者、または同日付で公立学校共済組合大阪支部からの転出者 

②上記受付期間内に専用の申請書を不備なく提出した方 

③４月１日以降、大阪支部に引き続いて加入しない方 

 （詳細については、「大阪支部ホームページ→組合員資格・年金の手続き→組合員に関する手続

き→退職（資格喪失）した時の手続き」をご確認ください。） 

④任意継続組合員の事前申出をしていない方及び事後申出をしない方 



（３）提出書類 

・「資格喪失証明書 交付申請書（令和８年３月 31 日退職者・転出者 事前受付専用）」 

 様式、および記入例は、当支部ホームページの「お知らせ」に掲載  

  ・「（有効期限内の）資格確認書」等※（いずれも交付者のみ） 

※「公立学校共済組合高齢受給者証」「公立学校共済組合特定疾病療養受領証」 

「公立学校共済組合限度額適用・標準負担減額認定証」「公立学校共済組合限度額適用認定証」 

資格確認書等は令和８年３月 31 日まで使用できるため、４月 1 日以降に大阪支部に返納してください。 

（４）注意事項（必ずご確認ください。） 

  ●「資格喪失証明書 交付申請書」の事前受付を希望される場合は、令和８年３月 31 日退職者専用を使

用してください。専用でないものを使用した場合、退職日以降の受付となります。 

  ●上記の受付期間後に資格喪失証明書の交付を希望する場合や、３月 31 日以外に退職する場合、通年用

の「資格喪失証明書 交付申請書」を使用してください。この場合、申請書の受付は退職日以降となり

ます。 

  ●申請書の提出後、退職日が３月 31 日から変更になった場合、組合員本人から必ず当支部にご連絡くだ

さい。 

  ●申請書の提出後、被扶養者の認定・取消が生じた場合、組合員から必ず当支部にご連絡ください。 

 

（５）その他 

【令和８年３月 31 日退職者以外、または退職日以降の受付で申請する様式 】 

公立学校共済組合大阪支部 トップページ 

→様式集→組合員資格関係の様式 

→(1-7)資格喪失証明書交付申請書 

 

  【４月 1 日以降の組合員資格に関して】 

 公立学校共済組合大阪支部 トップページ 

  →組合員資格・年金の手続き 

  →組合員に関する手続き 

  →退職（資格喪失）した時の手続き 

 

  【送付先】（郵・逓送可） 

〒540-8571 大阪市中央区大手前２丁目 公立学校共済組合大阪支部 資格担当 

 

 公立学校共済組合大阪支部   検索  https://www.kouritu.or.jp/osaka/ 

事前受付を利用しない場合、

所属所での受付は不要です。 


